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２ 幅員構成

車線数 車線幅員 中央帯 路肩

幅員構成に関する規定

付加追越
車線

登坂車線 副道

車道に関する規定

自転車道 自転車
歩行者道

歩道

歩道等に関する規定

軌道に関する規定

軌道敷

緑化に関する規定

植樹帯

第5条第2項、第3項 第5条第4項 第6条第4項、第6項 第8条

第6条第9項

第21条 第7条

第10条

第10条の2

第11条

第9条の2

第11条の4

○幅員については、「車道」「歩道等」をはじめとして、その他に「軌道」「緑化」に関する規

定があり、これらの組み合わせにより道路の断面構成が決定される。

○車道については、計画交通量、道路の区分から決定される「車線数」、「車線幅員」、

「中央帯」、「路肩」の規定のほか、必要に応じて設置できる「付加追越車線」、「登坂車

線」、「副道」の規定を定めている。

○歩道等については、歩行者、自転車等の安全確保の観点から、車道とは別の体系で

規定を定めている。

路上施設等
を設ける場
合の幅員

歩行者の滞
留の用に供
する幅員

第10条の2 第11条 第11条の２
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・専ら車両の通行の用に供することを目的とする道路の部分（自転車道を除く。）をい
う。

＜道路構造令第２条第４号、第５号＞

○専ら車両の通行の用に供することを目的とした空間を車道として規定している。

○道路構造令では、車道は車線により構成されるという考え方を採っており、道路の種類、

交通量、設計速度などから車道の幅員を決定することとしている。

２－１－１ 車道および車線

２－１ 車道に関する規定

・一縦列の自動車を安全かつ円滑に通行させるために設けられる帯状の車道の部
分（副道を除く。）をいう。

［車道］

［車線］
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・車線数は、当該道路の区分及び地形の状況に応じ、設計基準交通量と
計画交通量(日単位)との割合で定めるものとする

＜道路構造令第５条第２項、第３項＞

区 分 地形
１車線あたりの設計基準交通量

（単位 １日につき台）

第
３
種

第１級 平地部 11,000

第２級
平地部 9,000

山地部 7,000

第３級
平地部 8,000

山地部 6,000

第４級 山地部 5,000

＜車線数が４以上の場合＞

○車線数は、当該路線の幅員構成を決定するために必要な条件であり、計画交通量と１

車線あたりの基準となる交通量により決定される。

○道路の種類、存在する地域、地形等の状況により、自動車が実際に走行できる速度が

異なることから、 １車線あたり対応できる交通量は異なる。

○こうしたことから、自動車の交通の安全かつ円滑に通行できる１車線あたりの目安とな

る交通量を設計基準交通量として規定し、計画交通量を設計基準交通量で除すること

により車線数を決定することとしている。

区 分 地形
設計基準交通量

（単位 １日につき台）

第
３
種

第２級 平地部 9,000

第３級
平地部 8,000

山地部 6,000

第４級
平地部 8,000

山地部 6,000

＜車線数が２の場合＞（例）

２－１－１ 車線数

２－１ 車道に関する規定
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・車線の幅員は、道路の区分に応じ、表に掲げる値とする
・ただし、必要がある場合、やむを得ない場合は、（ ）内の値とすることができる

＜道路構造令第５条第４項＞

道路の区分
普通道路の車線幅員

（単位：m）
( )内特例値

道路の区分
普通道路の車線幅員

（単位：m）
( )内特例値

第１種

第１級 3.50 (3.75)

第３種

第１級 3.50

第２級 3.50 (3.75) 第２級 3.25 (3.50)

第３級 3.50 第３級 3.00

第４級 3.25 第４級 2.75

第２種
第１級 3.50 (3.25)

第４種
第１級 3.25 (3.50)

第２級 3.25 第２級，第３級 3.00

２－１－２ 車線幅員

○車線幅員は、自動車交通の安全性・円滑性に大きな影響を与える。

○車線幅員については、すれ違いや追越などの実験結果を踏まえ、設計車両の幅に

必要な余裕幅を加えて規定している。

○一般に、大型車の混入率は、道路の種級に応じて異なると考えられることから、種級

ごとの車線幅員については、設計速度・交通量・大型車混入率を想定し定めている。

２－１ 車道に関する規定
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２－１－２ 車線幅員

■車線幅員と設計速度との実験

実験から求めた２車線の車道幅員実験の方法（追い越しの場合）

設計速度
(km/h)

標準の
車線幅員
(m)

該当する種級

80以上 3.50 １種（４級を除く）等

60 3.25 １種４級、２種２級等

60,50または40 3.00 ３種３級、４種２級等

50,40または30 2.75 ３種４級

乗用車速度と車道幅員とバス・トラックの速度の関係（金子）

・自動車の設計速度に対応する車道の基本幅員を決定するため、

追越し及びすれ違い実験を実施

・実験によって得られた追越し及びすれ違い走行に必要な余裕幅よ

り、設計速度と２車線の車道の幅員を決定

２－１ 車道に関する規定

出典：道路構造令の解説と運用（令和3年3月（公社） 日本道路協会）
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・第１種，第２種，第３種第１級の道路の車線は、往復の方向別に分離するものとする。

・往復の方向別に分離する車線の数が３以下の第１種の道路は、地形の状況その他の
特別の理由によりやむを得ない場合は分離しないことができる。

・車線の数が４以上であるその他の道路で、安全かつ円滑な交通を確保するため必要
と判断される場合は分離する。

２－１－３ 車線の分離等

＜道路構造令第６条第１項、第２項＞

○車線を往復方向別に分離することは、車両が対向車線に逸脱することによる事故の

防止に有効である。

○自動車専用道路等の交通量が多く、かつ設計速度が高い道路については、車両の

対向車線への逸脱が重大事故につながる可能性が高いため、車線の分離を原則と

して定めている。

２－１ 車道に関する規定
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・車線を往復の方向別に分離するため必要があるときは、中央帯を設けるものとする。

・中央帯には、側帯を設けるものとする。

・中央帯のうち側帯以外の部分（以下「分離帯」という。）には、さくその他これに類する
工作物を設け、又は側帯に接続して縁石線を設けるものとする。

・分離帯に路上施設を設ける場合には、中央帯の幅員は建築限界を勘案して定める。

２－１－３ 中央帯 （設置・構成）

＜道路構造令第６条第３項、第５項、第７項、第８項＞

○第６条第１項に規定した道路以外においても、交通の安全性・円滑性の観点から必要

である等、往復の方向別に構造物等により分離する必要がある等の場合を想定して、

中央帯の設置を規定している。

○中央帯には、運転者の区画線等による視線誘導、車両通行の側方余裕の確保、車線

を逸脱した自動車の復帰等のスペースを確保するために側帯の設置を規定している。

○また、車線の往復の方向別の分離を構造的に担保するために、さく等の工作物、縁石

の設置を規定している。

２－１ 車道に関する規定

［中央帯］

・車線を往復の方向別に分離し、及び側方余裕を確
保するために設けられる帯状の道路の部分をいう。

＜道路構造令第２条第１０号＞

図 中央帯幅員と側方余裕幅及び施設帯幅員の関係
出典：道路構造令の解説と運用（令和3年3月（公社） 日本道路協会）
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種級区分
中央帯の最低幅員 中央帯に設ける

側帯の幅員

規定値 特例値 規定値 特例値

第
１
種

第１,２級 4.50 2.00 0.75 0.25

第３,４級 3.00 1.50 0.50 0.25

第
２
種

第１級 2.25 1.50 0.50 0.25

第２級 1.75 1.25 0.50 0.25

第３種 1.75 1.00 0.25

第４種 1.00 0.25

単位：ｍ

２－１－３ 中央帯 （幅員）

・中央帯及び側帯の幅員は、道路の区分に応じて表に掲げる値とする。
・100ｍ以上のトンネル、50ｍ以上の橋、高架の道路や地形等によりやむを得ない場合は、

右欄の値まで縮小することができる。

＜道路構造令第６条第４項、第６項＞

○自動車が逸走して中央帯に入った場合においても、幅員が広いならばコントロールを回

復する余地が大きい等、事故の重大化が防止できると考えられることから、設計速度が高

く、かつ交通量が多い道路である種級の高い道路の中央帯幅員については大きな値を定

めている。

２－１ 車道に関する規定
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２－１－３ 中央帯

国道１７号（埼玉県さいたま市） 議事堂通り（東京都新宿区）

＜第４種：狭幅員＞＜第４種：広幅員＞

＜第１種＞ ＜第２種＞

首都高速道路４号線（東京都新宿区）関越自動車道 （埼玉県）

4.5ｍ 1.75ｍ

1.0ｍ

約7ｍ

２－１ 車道に関する規定



側帯
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２－１－４ 路肩 （設置要件・構成）

・道路には車道に接続して路肩を設ける。

・ただし、中央帯又は停車帯を設ける場合においては、この限りでない。

・歩道、自転車道又は自転車歩行者道を設ける道路にあつては、道路の主要構造部を
保護し、又は車道の効用を保つために支障がない場合においては、車道に接続する
路肩を設けず、又はその幅員を縮小することができる。

＜道路構造令第８条第１項、第７項＞

○道路の主要構造物の保護、故障車等の待避スペース、側方余裕幅等、交通の安全性・

円滑性を確保する観点から、路肩の設置について規定を設けている。

２－１ 車道に関する規定

［路肩］

・道路の主要構造物を保護し、又は車道の効用を保つ
ために、車道、歩道、自転車道又は自転車歩行者道
に接続して設けられる帯状の道路の部分をいう。

図 路肩の構造

＜道路構造令第２条第１２号＞

出典：道路構造令の解説と運用（令和3年3月（公社） 日本道路協会）
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２－１－４ 路肩 （幅員）

・普通道路の車道の左側に設ける路肩の幅員は、表の左欄に掲げる値以上とする。
（やむを得ない場合は、右欄の値まで縮小できる）

・普通道路の車道の右側に設ける路肩の幅員は、表に掲げる値以上とする。

種級区分 普通道路の左側に設ける路肩の幅員 普通道路の右側に設ける路肩の幅員

第１種
第１,２級 2.5 1.75 1.25

第３,４級 1.75 1.25 0.75

第２種 1.25 0.75

第３種

第１級 1.25 0.75

0.5第２級から第４級 0.75 0.5

第５級 0.5

第４種 0.5 0.5

単位：ｍ

＜道路構造令第８条第２項、第４項、第７項＞

・歩道、自転車道又は自転車歩行者道を設ける道路にあつては、道路の主要構造部を
保護し、又は車道の効用を保つために支障がない場合においては、車道に接続する
路肩の幅員を縮小することができる。

○路肩の幅員については、道路の主要構造物の保護、故障車等の待避スペース、側方

余裕幅等、道路の機能に応じて必要な幅員を規定している。

２－１ 車道に関する規定
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２－１－４ 路肩

＜半路肩＞

国道245号（茨城県日立市）

＜狭路肩＞

国道１６号（埼玉県川越市）

半路肩

狭路肩

車両の走行に大きな影響を与えない側方余
裕が確保され、乗用車の停車が可能な幅員

走行上必要な最小限度の側方余裕

２－１ 車道に関する規定

＜全路肩＞

東北自動車道

全ての車両の一時停止が可能な幅員

全路肩
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２－１－４ 路肩 （分離片側１車線の第１種の道路）

○分離された片側１車線の自動車専用道路等では、中央帯の存在により緊急時におけ

る対向車線の利用は物理的に制約されるため、故障車が停車した場合には後続車が

追い抜き等が可能となるように、他の第１種の道路とは別に路肩の幅員についての規

定を設けている。

種

別
級別

路肩(保護路肩を除く)の最低幅員（単位：m）

左 側

規定値 特例値

第
1
種

第2級

2.50
1.75

第3級

第4級 2.00

＜道路構造令第８条第３項、第４項＞

特例値（半路肩）規定値（全路肩） 単位：ｍ単位：ｍ

2.50 3.50 3.50 2.50

13.5

1.50

0.50
0.50

2.50

大
型
車

大
型
車

大
型
車

0.50

２－１ 車道に関する規定

出典：道路構造令の解説と運用（令和3年3月（公社） 日本道路協会）

1.75 3.50 3.50 1.75

12.0

1.50

0.50 0.50
0.50

大
型
車

大
型
車

2.50

大
型
車

0.5ｍのすれ違い幅を確保
0.25ｍの右側側方余裕を確保



２－１－４ 路肩 （分離片側１車線の第１種の道路）

２－１ 車道に関する規定

＜全路肩＞

＜半路肩＞

2.25m
3.5m 3.5m

2.5m 2.5m

1.5m
3.5m 3.5m

1.75m 1.75m

東九州自動車道
（鹿児島県曽於市）

中央分離帯の構造：剛性防護柵

能越自動車道
（石川県穴水町）

中央分離帯の構造：ボックスビーム柵

45
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コラム ～歩行者・自転車の通行に配慮した路肩～

石川県では、歩行者や自転車の安全性を向上させる基準として、幅広な路肩「あんしん路肩」を整備
することで、歩行者や自転車が安心して通行できるようになる規定を設定している。

「あんしん路肩」の整備

道路構造基準等を定める条例 （石川県）

第七条 第四項

第三種又は第四種の道路の車道の左側に設ける路肩の幅員については、歩行者や自転車の安全確保の
ために特に必要があると認める場合においては、第二項本文の規定にかかわらず、当該車道の交通の状
況等を考慮して定めることができる。

出典：地域ニーズに応じた道路構造基準等の取組事例 増補改訂版（（公社） 日本道路協会）



２－１－４ 側帯

○自動車の交通の安全性・円滑性を確保するために、車道との境界を区画線等により明

示することによる運転者の視線の誘導、車両通行の側方余裕の確保、車線を逸脱した

自動車の復帰等のスペースを確保するために、車道と同一の強度を有し車道と接続し

て一定幅で帯状に設置する側帯の規定を設けている。

２－１ 車道に関する規定

＜道路構造令第２条第１３号＞
［側帯］

・車両の運転者の視線を誘導し、及び側方余裕を確保する機能を分担させるために、
車道に接続して設けられる帯状の中央帯又は路肩の部分をいう。

側帯側帯

■ 路肩と側帯の構造の関係

図 中央帯における側帯の構造図 路肩における側帯の構造
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出典：道路構造令の解説と運用（令和3年3月（公社） 日本道路協会）



２－１－４ 側帯 （中央帯内）

○車両の運転者の視線を誘導、車両通行の側方余裕・逸脱時の安全を確保するために、

中央帯の部分に車道に接続して側帯を設けることを規定している。

２－１ 車道に関する規定

＜道路構造令第６条第５項、第６項＞

◇設置要件

・中央帯には、側帯を設けるものとする。

◇幅員

・道路の区分に応じ、中央帯に設ける側帯の
幅員は表の左欄に掲げる値とする。

（中央帯の幅員を縮小する道路又は箇所については、右欄
の値まで縮小できる）

区 分 中央帯に設ける側帯の幅員

第１種

第１級
0.75

0.25
第２級

第３級
0.5

第４級

第２種 0.5 0.25

第３種 0.25

第４種 0.25

単位：ｍ

国道２０号（山梨県甲府市）

側帯側帯
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２－１－４ 側帯 （路肩内）

◇設置要件

・第１種又は第２種の道路の車道に接続する
路肩には、側帯を設けるものとする。

◇幅員

・道路の区分に応じ、普通道路の路肩に設け
る側帯の幅員は表の左欄に掲げる値とする。

＜道路構造令第８条第８項、第９項＞

○車両の運転者の視線を誘導、車両通行の側方余裕・逸脱時の安全を確保するために、

路肩の部分に車道に接続して側帯を設けることを規定している。

２－１ 車道に関する規定

区 分 路肩に設ける側帯の幅員

第１種

第１級
0.75 0.5

第２級

第３級
0.5 0.25

第４級

第２種
第１級

0.5
第２級

単位：ｍ

東北自動車道（出典；NEXCO東日本）

側帯

路肩

図 路肩における側帯の構造

側帯
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出典：道路構造令の解説と運用
（令和3年3月（公社） 日本道路協会）



○片側１車線の自動車専用道路等においては、追越ができないことから車線を付加した

区間を設け、低速走行車両の追越を可能をすることで、適切な走行速度を確保し、高い

サービス速度を提供するため、付加追越車線の規定を設けている。

２－１－５ 付加追越車線

◇幅員
・付加追越車線の幅員には、本線の幅員を適用するものとする。

◇設置要件

・同方向の車線の数が１である第１種の道路の当該車線の属する車道には、必要に応
じ、付加追越車線を設けるものとする。

＜道路構造令第６条第９項＞

２－１ 車道に関する規定

＜道路構造令第５条第４項＞

磐越自動車道

＜付加追越車線＞

付加追越車線

本線

付
加
追
越
車
線

図 付加追越車線の構造
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◇設置要件

・普通道路の縦断勾配が５パーセント（高速自動車国道及び高速自動車国道以外の

普通道路で設計速度が1時間につき１００キロメートル以上であるものにあつては

３パーセント）を超える車道には、必要に応じ、登坂車線を設けるものとする。

◇幅員

・幅員は3メートルとする。

２－１－６ 登坂車線

＜道路構造令第２１条＞

○交通量が多く、大型車混入率が高い道路等の登坂部において、車線を付加し低速

車を本線から排除することにより、大型車等の速度低下の影響により生じる交通容

量の低下等を防止し、本来の道路の交通容量、安全性、快適性を確保するため、登

坂車線の規定を設けている。

登
坂
車
線

出典：宮崎県 西臼杵支庁

２－１ 車道に関する規定

本線

登坂車線

図 登坂車線の構造

＜登坂車線＞
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コラム ～諸外国における登坂車線の設置形態～

登坂車線と本線車線の位置関係

アメリカにおける登坂車線の設置形態

イギリス・フランス・ドイツにおける登坂車線の設置形態

低速の車両が登坂車線に車線変更する形態

高速の車両が登坂車線に車線変更する形態

本線

登坂車線

本線

登坂車線

米国 ノースカロライナ州 州間道路２６号

英国 A６６（ケスウィック～ペリンス）



２－１－７ 副道

◇設置要件

・車線の数が4以上である第3種又は第4種の道路には、必要に応じ、副道を設ける

ものとする。

◇幅員

・4メートルを標準とする。

＜道路構造令第７条＞

○盛土、切土等により本線と沿道とに高低差が生じる場合、本線の通行機能を重視し取

付道路を集約する場合等のように、物理的に沿道への自由な出入りができなくなる場

合や市街地形成、防災等の空間機能を確保するために、本線に並行して車道を設け

なければならない場合に対応するため、副道の規定を設けている。

２－１ 車道に関する規定

市役所さくら通り（神奈川県相模原市）

図 副道の構造

＜副道＞

53
出典：道路構造令の解説と運用（令和3年3月（公社） 日本道路協会）
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２－１－８ 自転車通行帯

◇設置要件

・次の場合、車道の左端寄りに自転車通行帯を設けるものとする。
（やむを得ない場合、自転車道を設ける場合を除く。)
-自動車及び自転車の交通量が多い道路
-自転車の交通量が多い道路で、必要がある場合
-自動車及び歩行者の交通量が多い道路で、必要がある場合

◇幅員
・１．５メートル以上（やむを得ない場合、１メートルまで縮小できる）。

＜道路構造令第９条の２＞

○道路交通法に基づく普通自転車専用通行帯（幅員１．５メートル以上）の設置により、

自転車関連の交通事故数の減少や道路利用者の不安感の低減等の効果が実質的に

確認されており、既設の道路のみならず、新たに整備する道路においても普通自転車

通行帯の設置を推進するため、自転車通行帯の規定を設けている。

２－１ 車道に関する規定

【自転車通行帯】（新たに規定） 車道部歩道

自転車車線
（1.5m以上）

（路肩）

自転車通行帯

出典：地域ニーズに応じた道路構造基準等の取組事例 増補改訂版（（公社） 日本道路協会）



２－２ 占有幅の考え方

２－２ 歩道等に関する規定

○道路構造令では、各モードの占有幅は規定されていないが、歩道等の幅員の根拠と

しては、各モードの物理的な必要とされる幅員に一定の余裕幅を加え占有幅と考える

方法を採っている。

○具体には、歩行者、自転車、車いすの占有幅を基礎にして、すれ違い等の実際の交

通形態を想定して、歩道等の幅員を規定している。

道路利用者の基本的な寸法

占有幅0.75m

0.5m

占有幅1.0m

0.6m

占有幅1.0m

0.70m

歩行者 自転車 車いす
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・設計速度60km/h以上の道路で次の場合、両側に

設ける（やむを得ない場合を除く)

-自動車及び自転車の交通量が多い道路

-自転車の交通量が多い道路で、必要がある場合

-自動車及び歩行者の交通量が多い道路で、必要
がある場合

２－２－１ 自転車道 （設置要件）

＜道路構造令第１０条第１項、第２項＞

２－２ 歩道等に関する規定

○自転車道の設置要件については、自動車、自転車、歩行者の交通量の関係から規

定を定めている。

○自動車および自転車の交通量が多い道路では、自動車と自転車の交通が交錯する

可能性が高いことから自転車道を設置することとしており、自転車交通が多い場合、

もしくは自動車および歩行者の交通量が多い場合には、現場の状況に応じて設置を

判断することとしている。

自転車道

＜自転車道＞

かえで通り（東京都三鷹市）
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２－２－１ 自転車道 （幅員）

・２ｍ以上とする（やむを得ない場合は、１．５ｍまで縮小できる）

・路上施設を設ける場合は、建築限界を勘案して定める

・幅員は、その道路の自転車の交通の状況を考慮して定める

＜道路構造令第１０条第３項,第４項,第５項＞

（単位：ｍ）2.0

1.0 1.0

２－２ 歩道等に関する規定

国道１４号（東京都江東区）

○自転車道の幅員については、自転車交通の状況に応じて、対向する自転車がすれ

違いできる幅員(2.0m)以上を確保することとしている。

幅員 ２ｍ

＜自転車道＞ ＜自転車道幅員の考え方＞

出典：増補改訂版 道路の移動等円滑化整備ガイドライン
（（一財）国土技術研究センター）



・自動車の交通量が多い道路（自転車道又は
自転車通行帯を設ける場合を除く）には、両
側に設ける

２－２－２ 自転車歩行者道 （設置要件）

＜道路構造令第１０条の２第１項＞

２－２ 歩道等に関する規定

○自転車と歩行者の通行に供する自転車歩行者道の設置要件は、自動車の交通量と

の関係から規定されている。

○自動車が多い道路では、路肩では、自転車と歩行者の通行の安全を確保することが

難しい場合も多いことから自転車歩行者道を設置することとしている。

＜自転車歩行者道＞

昭和通り（東京都中央区）

58



59

２－２－２ 自転車歩行者道 （幅員）

・歩行者の交通量が多い道路は４ｍ以上、その他の道路は３ｍ以上とする

・幅員は、その道路の自転車及び歩行者の交通の状況を考慮して定める

＜道路構造令第１０条の２第２項, 第３項, 第４項＞

1.01.01.0

3.0

1.0 1.0

4.0
（単位：ｍ）

1.0 1.0

２－２ 歩道等に関する規定

（その他の道路）（歩行者の交通量が多い道路）

○自転車歩行者道の幅員については、自転車及び歩行者の交通の状況を考慮して、

「車いす２台と自転車１台」がすれ違いできる3.0m以上を確保することとしている。

＜自転車歩行者道幅員の考え方＞

出典：増補改訂版 道路の移動等円滑化整備ガイドライン（（一財）国土技術研究センター）
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２－２－３ 歩道 （設置要件）

・次の場合、両側に設ける（やむを得ない場合、自転車
歩行者道を設ける場合を除く。）

-第４種の道路（第４級を除く）

-歩行者の交通量が多い第３種の道路（第５級を除く）

-自転車道若しくは自転車通行帯を設ける第３種の道
路

・第３種（又は第４種第４級の道路）には、必要がある場
合に設ける（やむを得ない場合を除く）

＜道路構造令第１１条第１項、第２項＞

２－２ 歩道等に関する規定

○都市部においては、一般的に日常的に歩行者の交通は多いため、歩道を設けることと

している。

○地方部の道路では、歩行者の交通量に応じて設置することとしている。

○地先の１車線道路等については、一般的には自動車の交通量は少ないため、必要に

応じて設置することとしている。

＜歩道＞

区道（東京都中野区）



 
1.00 1.00 

・歩行者交通量が多い道路は３．５ｍ以上、その他の道路は２ｍ以上とする

・幅員は、その道路の歩行者の交通の状況を考慮して定める

２－２－３ 歩道 （幅員）

＜道路構造令第１１条第３項,第４項,第５項＞

 
0.75 1.00 0.75 1.00 

3.50 3.5

0.75 1.00.751.0

２－２ 歩道等に関する規定

（単位：ｍ）

（歩行者が多い道路） その他の道路
（車いすどうしのすれ違いを想定）

○歩道の幅員については、歩行者の交通の状況を考慮して、車いす２台がすれ違い

できる2.0m以上を確保することとしている。

2.0

1.01.0

＜歩道幅員の考え方＞
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・路上施設等を設ける場合、 前項※に規定する幅員の値に以下の値を加えて同項の規
定を適用するものとする｡（ 第３種第５級（又は第４種第４級）の道路で、やむを得ない場
合を除く）

２－２－４ 路上施設等を設ける場合の幅員

＜道路構造令第１０条の２第３項，第１１条第４項＞

※：道路構造令第１０条の２第２項，第１１条３項

○歩道等に横断歩道橋などの路上施設等を設置した場合においても、交通の状況等か
ら必要とされる幅員を確保するため、歩道等の拡幅の規定を定めている。

２－２ 歩道等に関する規定

横断歩道橋等を設ける場合 ３メートル

ベンチの上屋を設ける場合 ２メートル

並木を設ける場合 １．５メートル

ベンチを設ける場合 １メートル

その他の場合 ０．５メートル

国道139号（山梨県西桂町）

＜路上施設を設ける箇所の歩道の拡幅の例＞＜路上施設を設ける場合の歩道の幅員の考え方＞

出典：道路構造令の解説と運用（令和3年3月（公社） 日本道路協会）



・歩道、自転車歩行者道、自転車歩行者専用道路又は歩行者専用道路には、横断歩

道、乗合自動車停車所等に係る歩行者の滞留により歩行者又は自転車の安全かつ

円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては、主として歩行

者の滞留の用に供する部分を設けるものとする。

２－２－５ 歩行者の滞留の用に供する部分

＜道路構造令第１１条の２＞

○歩道等において、横断歩道、乗合自動車停留所（バス停留所）、タクシー乗り場等の付

近に、信号待ち、バス待ち等のために歩行者が滞留することにより、歩道等の機能が

阻害されることを防ぐため、滞留の用に供するスペースの設置についての規定を定め

ている。

２－２ 歩道等に関する規定

＜バス停付近の例 ＞ ＜交差点の横断歩道付近の例＞

63
出典：道路構造令の解説と運用（令和3年3月（公社） 日本道路協会）
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２－３－１ 軌道敷

・軌道敷の幅員は、軌道の単線又は複線の別に応じ、表に掲
げる値以上とする

＜道路構造令第９条の３＞

単線又は複線の別 軌道敷の幅員（単位：ｍ）

単線 ３

複線 ６

２－３ 軌道に関する規定

富山ライトレール

○我が国の路面電車車両の最大幅は、おおむね2.5m以下である。単線の場合、車両と

工作物との間隔については、軌道建設規定に定められた0.23m以上の値を考慮し、3m

以上と定め、複線の場合、軌道中心間隔については、車両の最大幅に軌道建設規定

に定めれられた0.4m以上を考慮し6.0m以上と定めている。

＜軌道敷＞

図 軌道敷の構造
出典：道路構造令の解説と運用（令和3年3月（公社） 日本道路協会）



２－４－１ 植樹帯

○主に都市部における良好な公共空間の形成、沿道における良好な生活環境を確保す

るため、植樹帯の設置等の規定を定めている。

２－４ 緑化に関する規定

◇設置要件

• 第４種第１級、第２級の道路には植樹帯を設ける。その他の道路には、必要に応じ、
植樹帯を設ける。

• 地形の状況等の理由によりやむを得ない場合はこの限りでない。

◇幅員

• 1.5ｍを標準とする。都市部や景勝地を通過する幹線道路等については、道路の

構造、交通の状況、沿道の土地利用の状況などを総合的に勘案して決定する。

＜道路構造令第１１条の４＞

出典：東京都建設局表参道（東京都渋谷区）

＜都市部における植樹帯の例＞

65
（東京都 表参道）

出典：道路構造令の解説と運用（令和3年3月（公社） 日本道路協会）



コラム～多様なニーズに応える道路空間の利活用の今後の方向性～

【新たなニーズの例】

賑わい空間（滞留・休憩のス
ペースなど） の創出

シェアリングサービス等の駐
車スペースの設置

新たなモビリティの通行空間
の位置付け

など

66

○道路に求められるニーズが多様化し増加している中で、限られた空間を最大限活用するためには、道路
の構造や運用の面から工夫が必要。

①【車専用】
車両の高速かつ大量の通行に特化
（高速道路、自動車専用道路）

⑤【歩行者専用】
歩行者中心の道路
（商店街の歩行者専用道路など）

④【人中心+車】
歩行者中心の道路で車両の通行も許容する
（住宅地内の身近な生活道路など）

人100：0

車0：100

50：50

中央分離帯路肩 車道 車道 車道 車道 路肩

⇒人と車のバランスを踏まえ、道路空間の再編、柔軟な活用方策を考える必要がある。

②【車中心+人】
車両及び人の安全で円滑な通行を図る
（バイパス、幹線道路など）

③【車+人中心】
車両及び人の安全で円滑な通行を図る
（まちのメインストリートなど）

W=25.0m
3.0

中央分離帯

3.0
歩道

1.5
路肩

3.25
車道

3.25
車道

3.25
車道

3.25
車道

1.5
路肩

3.0
歩道

2.753.0
有効幅員

1.5
植樹帯

2.0 3.25
車道

3.25
車道

2.0 1.5
植樹帯

W=25.0m

自転車
通行帯

(路肩含む)

自転車
通行帯

（路肩含む）

3.0
有効幅員

5.75
歩道

5.75
歩道2.75

賑わいを目的
とした空間

賑わいを目的
とした空間

写真提供：大丸有地区まちづくり協議会

新たなニーズへの対応における課題

※第77 回基本政策部会より抜粋
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人中心の道路の実現に向けた道路の柔軟な利活用

○ 「道路空間を街の活性化に活用したい」など、道路への新たなニーズを実現するため、人中心の道
路空間を構築する “ほこみち“制度を令和２年１１月に創設。
○歩道に加えて、路肩（カーブサイド）の柔軟な活用、さらには道路全断面で歩行者優先で通行できる

道路など、人中心の道路の実現に向けて、いかに道路空間を活用するかという観点が重要。
○道路全断面で人中心の道路を実現する空間の創出について検討。

歩行者と車両が共存する空間づくり

路肩の柔軟な活用（カーブサイドマネジメント）

歩行者専用道路
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コラム～多様なニーズに応える道路空間の利活用の今後の方向性～
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